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　○秋田県財務規則の一部を改正する規則（４１・財政課）………………………………………………………………１

■　目　次　■

　 秋 田 県 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 九 月 三 十 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事 　 佐 　 竹 　 敬 　 久

秋 田 県 規 則 第 四 十 一 号

　 　 　 秋 田 県 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 秋 田 県 財 務 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 秋 田 県 規 則 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 附 則 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

９ 　 契 約 担 当 者 は 、 平 成 二 十 二 年 十 月 一 日 か ら 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 、 随 意 契 約 に よ ろ う と す る 場 合 に お

い て 、 予 定 価 格 が 五 十 万 円 未 満 の 修 繕 （ 第 百 七 十 二 条 第 一 項 第 三 号 に 該 当 す る も の を 除 く 。 ） に つ い て 別 に 定 め る と

こ ろ に よ り 見 積 書 を 徴 す る 者 を あ ら か じ め 特 定 し な い 方 法 を 用 い た と き は 、 同 項 前 段 の 規 定 に か か わ ら ず 、 一 人 以 上

の 契 約 の 相 手 方 と な る べ き 者 か ら 見 積 書 を 徴 し て 、 こ れ を 行 う こ と が で き る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 二 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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